教科指導専門員選考申込書
申込区分
	区分１　職 種　※次のＡ、Ｂ、Ｃのうち、ひとつ選ぶ

	Ａ：教科指導専門員Ⅰ
週４日の月額制
	Ｂ：教科指導専門員Ⅱ
年間１４０日の月額制
	Ｃ：教科指導専門員Ⅲ
年間１００日の日額制

	区分２　小・中、教 科　※中学校は該当教科の免許状が必要です。

	小学校（ 国語・算数 ）
	中学校（ 国語・数学・英語 ）


	氏　　名
	フリガナ
	生　年　月　日

	
	
	昭和・平成
    年    月    日生（　　歳）

	現
住

所
	フリガナ
	写真貼付(ｶﾗｰ)
縦4㎝･横3㎝程度､

正面、無帽、無背景

※３か月以内のもの


	
	〒　　　－

	

	
	電話番号
	自宅（　　　　　）　　　　　－　　　　　
	

	
	
	携帯（　　　　　）　　　　　－　　　　　
	

	
	メールアドレス
	
	

	
	最寄駅

（自宅）
	　　　　線　　　　　駅より　バス・徒歩　　　分
	

	上記
以外の

連絡先
	氏　　名
	続柄
	住　所　等
	電話番号

	
	
	
	
	（　　　）　　　　－　　　　

	
	
	
	
	（　　　）　　　　－　　　　

	採用教科　の
免許状
	授与年月日
	校種・種別
	教　科
	番　号
	授与権者

	
	年
	月
	日
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	記載した職歴、研究歴、活動歴等（次頁）を具体的に記述してください。


	志望動機、自己ＰＲ等


○学歴・職歴・賞罰について

職歴の末尾に正規又は非常勤等の種別を記載してください。
（記入欄が足りない場合は、別途添付・様式自由）
	年
	月
	日
	～
	年
	月
	日
	これまでの学歴・職歴・賞罰

	
	
	
	～
	
	
	
	＜学歴＞　　　　　　　　　　　　　　高等学校卒

	
	
	
	～
	
	
	
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学卒

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	～
	
	
	
	＜職歴、賞罰＞


	
	
	
	～
	
	
	
	

	
	
	
	～
	
	
	
	

	
	
	
	～
	
	
	
	

	
	
	
	～
	
	
	
	


○大学や自治体等で行ってきた研究があれば記載してください。

	年
	月
	日
	～
	年
	月
	日
	内　　容

	
	
	
	～
	
	
	
	

	
	
	
	～
	
	
	
	

	
	
	
	～
	
	
	
	


· 教員の指導育成等の活動歴について

	年
	月
	日
	～
	年
	月
	日
	教員指導の実績

	
	
	
	～
	
	
	
	

	
	
	
	～
	
	
	
	

	
	
	
	～
	
	
	
	


〇作文課題
現行学習指導要領において「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善が示されており、デジタル学習基盤の活用をとおして、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させることのできる授業力が教員に求められています。
　このことについて、あなたが有する知識や経験を述べた上で、足立区の教科指導専門員として教員にどのように指導・支援を行うことができるか、教員育成上の課題にも触れながら具体的に記述してください。（1,000字程度）

なお、私は次に掲げる各号のいずれにも該当しておりません。

（１）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

（２）免許状取上げの処分を受け、３年を経過しない者及び懲戒免職・分限免職の処分を受けたことにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から３年を経過しない者

（３）足立区において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

（４）日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
□はい　　□いいえ
令和８年１２月２５日に施行される、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９号）を考慮して、以下の質問をいたします。
過去に、児童や生徒に対する特定性犯罪（強制性交罪、強制わいせつ罪、児童買春、児童ポルノ禁止法違反など）に関する有罪判決を受けたことはありますか。

□はい　　□いいえ
【参考】
・学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律第二条第七項
この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一　刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条（同項の罪に係る部分に限る。）の罪

二　盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第四条の罪（刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。）
三　児童福祉法第六十条第一項の罪

四　児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成十一年法律第五十二号）第四条から第八条までの罪

五　性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律（令和五年法律第六十七号）第二条から第六条までの罪

六　都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ　みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ　正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器（以
下このロにおいて「写真機等」という。）を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差
し向け、若しくは設置する行為

ハ　みだりに卑わいな言動をする行為（イ又はロに掲げるものを除く。）

ニ　児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

個人情報の提供についての同意

教科指導専門員の採用にあたり、教育委員会及び学校が使用することを承諾いたします。

（提供された個人情報は、教科指導専門員の採用に伴う事務以外に使用しません。）
□はい　　□いいえ

この申込書に記載した事項は、事実に相違ありません。

令和　　年　　月　　日　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和８年度








